
第６号議案 

 

 

愛南町立保育所条例の一部改正について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

愛南町立保育所条例の一部を改正する条例 

愛南町立保育所条例(平成27年愛南町条例第10号)の一部を次のように改正する。 

第６条第１号中「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に改め、同条第２号

中「第19条第１項第３号」を「第19条第３号」に改め、同条第３号中「第19条第１

項第１号」を「第19条第１号」に改める。 

別表愛南町立長月保育所の項、愛南町立久良保育所の項及び愛南町立正木保育所

の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

令和５年３月６日提出 

 

 

愛南町長 清水 雅文 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 愛南町立長月保育所、久良保育所及び正木保育所を廃止し、条例の一

部を改正するため。 
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愛南町立保育所条例 新旧対照表 

現     行 改  正  案 

第１条～第５条 略 第１条～第５条 略 

(入所資格) (入所資格) 

第６条 本文略 第６条 本文略 

(１) 子ども・子育て支援法第19条第１項第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童 

(１) 子ども・子育て支援法第19条第２号＿＿＿

に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童 

(２) 子ども・子育て支援法第19条第１項第３号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童 

(２) 子ども・子育て支援法第19条第３号＿＿＿

に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童 

(３) 子ども・子育て支援法第19条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童で

あって、町長が地域における教育(同法第７条第

２項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状

況その他の事情を勘案して保育所において保育

する必要があると認めるもの 

(３) 子ども・子育て支援法第19条第１号＿＿＿

に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童で

あって、町長が地域における教育(同法第７条第

２項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状

況その他の事情を勘案して保育所において保育

する必要があると認めるもの 

(４) 略 (４) 略 

第７条～第12条 略 第７条～第12条 略 

別表(第２条関係) 別表(第２条関係) 

名称 位置 

愛南町立柏保育所 愛南町柏617番地 

愛南町立家串保育所 愛南町家串1267番地 

愛南町立御荘保育所 愛南町御荘平城2510番地２ 

愛南町立長月保育所 愛南町御荘長月645番地 

愛南町立城辺保育所 愛南町城辺甲2491番地 

愛南町立緑保育所 愛南町緑乙1514番地 

愛南町立久良保育所 愛南町久良824番地 

愛南町立一本松保育所 愛南町広見3321番地１ 

愛南町立正木保育所 愛南町正木1223番地 
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